
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 
 

配信日 平成２９年７月２０日

架空請求 ～身に覚えのない請求に注意～ 

 『架空請求ハガキ』に関する相談が急増しています！ 

★ 消費生活センターからのアドバイス 

●身に覚えのない請求には、指定された電話番号に

連絡をしてはいけません。連絡をしてしまうと脅

され、個人情報を聞き出されてお金の要求が始ま

りす。もし、一度支払ってしまうと、請求が止ま

らなくなります。 

●このハガキは、裁判所の機関を偽り、消費者を信

用させる手口です。裁判所からの正式な通知は、

特別送達にて送られてきます。 

●詐欺業者が架空請求を支払わせる方法でよく使

われるのが大手信用会社の「ギフトカード（電子

マネー）」を購入させ、カードに書いてある番号

を聞き出す手口です。支払方法で「ギフトカード

を買って」は詐欺です。コンビニ収納代行サービ

スを悪用して支払わせる場合もあります。また、

銀行の“支店以外”のＡＴＭを指定し、電話で指

示しながら振り込ませることもあります。 

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または

「各市町相談窓口」にご相談ください。 

 
★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を 
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く） 
 

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！） 
 

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所 

（０９５－８２９－１２３４）            （０９２０－５２－８３２２） 

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター 

（０９５６－２２－２５９１）            （０９２０－４８－１１３５） 

島原市消費生活センター                五島市消費生活センター 

（０９５７－６２－９１００）            （０９５９－７２－６１４４）  

諫早市消費生活センター                西海市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）            （０９５９－３７－０１４５）   

大村市消費生活センター                雲仙市消費生活センター 

（０９５７―５２―９９９９）            （０９５７―３８－７８３０） 

平戸市消費生活センター             南島原市消費生活センター 

（０９５０―２２―４２２２）           （０９５７－８２－３０１０） 
松浦市消費生活センター 

     （０９５６－７２－１８６１）         ※ 各町にも相談窓口があります 

警戒情報 

（実際に送付されたハガキです） 




